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公益財団法人京都産業２１ 

役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程 

（目的） 

第１条 この規程は、公益財団法人京都産業２１（以下「この法人」という。）定款第

31 条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用の支給に必要な基準を定

めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を

図ることとする。 

（定義等） 

第２条  この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1)  役員とは、理事及び監事をいう。 

(2)  常勤とは、この法人を勤務先として、この法人の業務に従事する者をいう。 

(3)  非常勤とは、常勤以外の者をいう。 

(4) 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条13号 

で定める報酬、期末手当、通勤手当等をいう。 

(5)  費用とは、職務の遂行に伴い発生する旅費（宿泊費含む）をいう。 

（報酬・手当の支給） 

第３条  この法人は、常勤理事の職務執行の対価として報酬を支給することができる。 

２ 常勤理事の報酬は月額とする。 

３ 常勤理事には、毎年６月及び12月に、期末手当を支給することができる。 

４ 評議員、非常勤の理事及び監事は無報酬とする。 

（報酬等の額の決定） 

第４条 この法人の常勤理事の報酬月額は、別表１「常勤理事の報酬月額」の範囲内で、

理事長が理事会の承認を得て、決める。 

２ 常勤の理事に対する期末手当の額は、別表２「常勤理事の期末手当の額」の範囲内

で、理事長が理事会の承認を得て、決める。 

３ 常勤の理事に対する通勤手当はこの法人の職員給与規程（以下「給与規程」という。）

に準ずる。 

（報酬等の支給日、支給方法） 

第５条  報酬は、毎月１６日（その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは１５日

とし、１５日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは１４日とする。ただし、支給

日が１４日となる場合であって、その日が土曜日に当たるときは、その日後において、

その日に最も近い休日又は日曜日でない日）に支給する。 

２ 期末手当は、６月１日及び１２月１日にそれぞれの日に在職する常勤理事に対し支給

する。 



- 49 - 

 

３ 前項の期末手当の支給日その他の取扱いに関しては、条例の取扱いを勘案して理事長

がそのつど決定する。 

（旅費） 

第６条 この法人は、役員及び評議員がその職務の遂行に必要な費用の弁償として旅費

を支給する。 

２ 旅費の額は、旅費規程の７級以上の職務にある者に相当する額とする。 

（公表） 

第７条  この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関

する法律第20 条第１項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。 

（改廃） 

第８条  この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。 

（補則） 

第９条  この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定め

るものとする。 

 

附 則 

この規程は、公益財団法人の設立の登記の日から施行する。 

 

別表１  常勤理事の報酬月額 

 50万円までの範囲内 

 

別表２ 常勤理事の期末手当の額 

 基準日在職の常勤理事の報酬月額×3.0の範囲内   

 


